
指定施設： 市川市クリーセンター余熱利用施設クリーンスパ市川
指定管理者：市川ウエルネスサポーターズ

指定期間： 令和４年１０月１日～令和７年９月３０日（３年間）

モニタリング結果
年度 点数 評価 評価委員会開催日

・PFI事業から指定管理者制度による運営体制に切り替わった初年度は課題もあった中で、令和５
年６年７年としっかりと評価を上げ、最終的には令和７年も評価を下げずに終えている。物価高騰
や、人員不足という様々な課題を乗り越えて運営維持管理しており、大変高く評価すべきと思って
いる。また、安全性透明性も含めて、客観的にしっかりと行っていると思う。
・指定管理者の民間企業としてのノウハウが、市の考える政策をさらに進めるための、大きな力に
なっていけば大変素晴らしいと思う。新たな期待を込めてみている。
・指定管理者の側からして市に対し、より活躍できるという提案など、さらに高い次元での連携、
パートナーシップを組むに足る実績を十分残している。引き続き市川市の市政の発展に向けて、尽
力してもらいたい。胸を張って宣伝すべき取り組み内容だと思っている。

令和７年度 85 良 令和8年1月20日

・評価項目の設定、および評価基準や配
点の設定については適正であり、評価方
法についても概ね妥当である。ただ、第一
次評価でBであった項番１６については、
事業内容が市の基準を上回っていると判
断ができるため、A評価に変更する。

指定期間全体（令和４年１０月１日から令和７年９月３０日）に対する２次評価

令和５年度 84 良 令和6年7月23日

・評価項目の設定、および評価基準や配
点の設定については適正であり、評価方
法についても概ね妥当である。ただ、よっ
て第一次評価の手続き及び評価毛評価
結果は適正であると認められる。

令和６年度 85 良 令和8年1月20日

・評価項目の設定、および評価基準や配
点の設定については適正であり、評価方
法についても概ね妥当である。ただ、よっ
て第一次評価の手続き及び評価毛評価
結果は適正であると認められる。

指定期間満了に伴うモニタリング

講評

令和４年度 80 良 令和5年7月27日

・評価項目の設定、および評価基準や配
点の設定については適正であり、評価方
法についても概ね妥当である。ただ、よっ
て第一次評価の手続き及び評価毛評価
結果は適正であると認められる。
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